
 

『シンガポールにおけるｅコマースの法律上の留意点』 

 
 

 

 

 

ラジャ･タン法律事務所 アジア法セミナー (ＩＴ法) 
 

 

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。  

この度ラジャ・タン法律事務所によるアジア法セミナー（ＩＴ法）「シンガポールにおけるｅコマースの法律

上の留意点」を開催いたします。皆様のご参加を心よりお待ちしております。 

１ 日時：2015 年 9 月 30 日（水）午前 9 時 30 分～11 時 00 分  

２ 会場：Rajah & Tann Singapore LLP   25 階 第 1 会議室  

 

住所： 9 Battery Road, #25-01 Straits Trading Building, Singapore 049910 

最寄駅：Raffles Place MRTより徒歩 2分 

３ 概要： 

業種、事業者の規模に関わらず、ｅコマース・オンラインを通じた商取引市場が急拡大しています。

ＩＴインフラが整備されたシンガポールを基点としたｅコマースは特に注目されていますが、他方、新

しい取引形態であるために、各種法規制や契約上の落とし穴にも留意しなくてはなりません。 

 このセミナーでは、ｅコマースを進める上での法律上の各種の留意点、たとえばライセンスの必要性、

コンテンツ表記における消費者保護規制、プライバシー・個人情報保護規制との兼ね合い、外部業務委

託契約上のポイント、知的財産の管理等、実務的観点から広く解説し、参加者の質問にお答えします。 

４ 講師:     Lionel Tan（シンガポール法弁護士・テクノロジーメディア法プラクティスパートナー） 

Benjamin Cheong（シンガポール香港弁護士・テクノロジーメディア法プラクティスパートナー） 

   大塚  周平（日本法・シンガポール法 FPC・ＮＹ州法弁護士） 

 
Lionel Tan: ラジャ・タン法律事務所テクノロジー・メディア法プラクティスシニアパートナーとして、ＩＴに関わる知

的財産権、個人情報保護はじめ各種レギュレーションから契約法まで数多くの案件に携わる。日系企業はじめとする数多

くのクライアントに幅広い法務サービスを提供している。 

Benjamin Cheong: ラジャ・タン法律事務所テクノロジー・メディア法プラクティスパートナー。国際的な知的財産・

ＩＴ法務を専門とし、香港・上海の法律事務所において７年間執務するなど、国際ＩＴ法務案件を得意とする。 

大塚周平：日系企業のコンプライアンス、リスク管理、企業法務全般ほか、国際取引・関連する国際訴訟・国際仲裁等の

紛争解決に携わる。レギュレーション分野では競争法・贈収賄・金融法ほか、情報法規制案件を数多く扱う。 

 
５ 言語：日本語（日本語で説明しつつ、補足・質疑応答について適宜通訳いたします） 

 

６ 対象：シンガポール・ＡＳＥＡＮ地域で事業を営み、ｅコマースに関心のある日系企業の皆様 

 

７ 受講料：無料 

８ お申込方法: 

ご所属、ご氏名、e-mail アドレス、電話番号を明記の上、ラジャ･タン法律事務所ジャパンデスク

japandesk@rajahtann.comまで e-mailにてお申し込みください。（恐縮ですが会議室席数に限りがござい

ますので、定員になり次第締め切らさせていただきます。 何卒ご了承ください。） 

お電話によるお問い合わせは（+65 6232 0163  担当： Mei Yeng Toh）までご連絡ください。 

敬具 
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